
これからの教育施策推進のための子どもからの意見聴取の実施について 資料№5

国の第４次教育振興基本計画（概要）※抜粋

【対象児童生徒】
県内の学校（特別支援学校を含む）に通う小

学校５年生から高校３年生の個人またはグルー
プ（友達どうし、班、学級、学年、学校）

【調査方法】
子どもが個人で所有する端末、または、学校で配布されている端末を

利用したオンライン調査

【調査期間】
令和５年７月25日（火）～令和５年８月25日（金）

※夏季休業中に、個人または持ち帰った端末で回答する。
※学校の意向により、夏季休業中または明けの教育活動でも回答できる。

【調査項目】
①校種
②関心があるテーマ11項目から選択
③②について、学びたいことややってみたいこと、こうなったらいいなと思うことを具体的
に記述（200字以内）

【留意事項】
〇調査は任意・無記名で行う。
〇回答は１人（または１グループ）につき1回とする。複数回回答している場合は、1カウント
とする。
〇学校や個人を特定するもの、誹謗中傷する内容はカウントしない。
〇大人（保護者・地域・教職員・教育関係団体等）への意見聴取は、別途実施するパブリック
コメントによる。

【答申策定のスケジュールと意見聴取の反映イメージ】

次期「岩手県教育振興計画
（仮称）」（答申）

意見聴取

7月 第2回審議会 個別施策の方向性

8月 子どもからの意見聴取

9月 第3回審議会 答申素案

10月

11月 第4回審議会 答申中間案

12月 パブリックコメント

1月 第5回審議会 答申最終案

教育政策の目標 基本施策 指標

１６．各ステークホルダー
との対話を通じた計画
策定・フォローアップ

〇各ステークホルダー
（子供を含む）からの
意見聴取・対話

・国・地方公共団体の教育振興基本
計画策定における各ステークホル
ダー（子供を含む）の意見の聴取・反
映の状況の改善

こども基本法や国の第４次教育振興基本計画の趣旨を踏まえ、教育の当事者である子どもからの意見聴取を行い、次期「岩手県教育振興
計画（仮称）」をはじめとした、教育施策推進のための諸計画の策定や諸会議の参考資料にしようとするもの。

こども基本法※抜粋

（こども施策に対するこども等の意見の反映）
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実
施し、及び評価するに当たっては、 当該こども施策の対象
となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
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https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/ippan/gyousei/1018748.html
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https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/ippan/gyousei/1018748.html
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm
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